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令和８年度武蔵野市農業委員会活動指針  

 

 武 蔵 野 市 農 業 委 員 会 は 、 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 （ 以 下 「 法 」 と い

う 。 )第 １ 条 に 定 め る 目 的 を 達 成 す る た め 、 法 第 ６ 条 に 規 定 す る 所 掌 事 務

を 遂 行 す る と と も に 都 市 農 地 の 保 全 と 農 業 を 発 展 さ せ る こ と を 目 標 に 、

令和７年 度活動 指 針 を 次 の とおり 定 める。  

 

１  基 本方 針  

 令 和 ８ 年 ３ 月 10日 付 け ７ 東 農 発 第 445号 一 般 社 団 法 人 東 京 都 農 業 会 議 令

和 ８ 年 度 農 業 委 員 会 活 動 の 積 極 的 推 進 に 関 す る 決 議 ～ 明 日 の 農 業 を ひ ら

く 農 業 委 員 会 活 動 と 農 地 の 保 全 ・ 利 活 用 に 向 け て ～ に 準 拠 し 、 令 和 ８ 年

度の農業 委員会 活 動 を 展 開 す る。  
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農業委員会活動の積極的推進に関する決議 （抜粋 ）  

～ 明 日 の農 業 をひらく農 業 委 員 会 活 動 と農 地 の保 全 ・利 活 用 に向 けて～  

 

東 京 都 内 の農 業 委 員 会 は 、 毎 年 、 統 一 活 動 お よび 重 点 活 動 を 定 め、 農 地 の利

用 促 進 や担 い手 等 の支 援 を積 極 的 に進 めてきた。  

（ 略 ）  

都 市 農 地 においては、生 産 緑 地 の保 全 や指 定 を進 め、所 有 者 による耕 作 が困 難

なときには、都 市 農 地 貸 借 円 滑 化 法 による貸 借 を活 用 するとともに、農 地 の貸 し手 ・

受 け 手 の 意 向 を 情 報 化 し た 「 生 産 緑 地 バ ンク 」 等 の 体 制 を 農 業 委 員 会 が 中 心 と

なり整 備 する取 り組 みが重 要 となっている。  

（ 略 ）  

農 業 の 担 い 手 に つ い ては 、 認 定 農 業 者 や 認 定 新 規 就 農 者 の み な ら ず 、 都 内 全

域 で、意 欲 的 な農 業 者 に対 し支 援 していくことが求 められている。  

そして、 農 業 委 員 会 は 、こ れら の 農 業 委 員 会 活 動 を 通 じ 得 ら れた 農 業 者 の 意 見

や知 見 をもとに、関 係 行 政 機 関 への意 見 提 出 につなげることで、 農 業 ・農 地 施 策 の

改 善 に積 極 的 に貢 献 することが求 められている。  

こ のような 情 勢 を 受 け て、 令 和 ８ 年 度 に お い ては 、 重 点 活 動 を 定 め、 統 一 活 動 と

あわせ積 極 的 に取 り組 むものとする。  

 

記  

Ⅰ  重 点 活 動  

１ ． 未 来 につなげる農 業 委 員 会 活 動  

  令 和 ８ 年 度 には 、 都 内 の約 ７ 割 の農 業 委 員 会 で 任 期 満 了 に よる 新 たな 農 業 委

員 及 び農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 が 選 任 されることから、これまでの 活 動 を 引 き継

ぎ、より一 層 の組 織 活 動 及 び地 域 活 動 を進 める。  

 

２ ． 農 地 の保 全 ・利 活 用 の推 進  

市 街 化 区 域 においては、生 産 緑 地 の保 全 や指 定 を進 めるとともに、都 市 農 地 貸

借 円 滑 化 法 による貸 借 のマッチング活 動 と農 地 の貸 し手 ・受 け手 の意 向 を情 報 化

した「 生 産 緑 地 バンク」 等 の体 制 整 備 を農 業 委 員 会 が中 心 となり進 めることで、都

市 農 業 ・農 地 の利 用 促 進 につなげていく。  

（ 略 ）  

さらに、担 い手 の長 期 的 展 望 に立 った営 農 を実 現 するため、農 地 長 期 貸 借 促 進

奨 励 事 業 を活 用 した10年 以 上 の安 定 した農 地 の貸 借 を推 進 する。  
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３ ． 次 世 代 へ農 地 をつなぐための話 し合 い活 動  

次 世 代 に貴 重 な農 地 をつないでいくため、 農 業 経 営 の継 承 等 に ついて家 族 での

話 し合 いを進 める活 動 に取 り組 む。  

 

４ ． 農 業 者 の意 見 集 約 と関 係 行 政 機 関 等 への意 見 の提 出  

農 業 委 員 会 は 、 関 係 行 政 機 関 等 に 対 し 必 要 と 認 めら れた ときは 農 地 利 用 最 適

化 推 進 施 策 の改 善 等 について具 体 的 意 見 を提 出 することが義 務 づけられ、意 見 を

提 出 された関 係 行 政 機 関 等 は 施 策 の実 施 等 にあたってはその 意 見 を 考 慮 しなくて

はならないと農 業 委 員 会 法 第 38条 に規 定 されている。あらゆる機 会 を 通 じて、農 業

者 の意 見 を集 約 し、関 係 行 政 機 関 に対 し意 見 の提 出 等 を行 う。  

 

５ ． 地 域 住 民 が地 域 農 業 への理 解 を深 める活 動  

地 域 住 民 が、地 域 農 業 への理 解 を深 め、 地 域 農 業 のサポーターとなってもらう活

動 に取 り組 む。  

 

Ⅱ  統 一 活 動  

１ ． 農 業 委 員 会 組 織 活 動  

(1)   担 い手 の育 成 と農 業 経 営 支 援 活 動  

(2)   農 業 と市 民 との架 け橋 活 動  

 

２ ． 農 業 委 員 ・農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 日 常 活 動   

(1)   農 地 の肥 培 管 理 と利 用 促 進  

(2)   農 業 委 員 ・農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 活 動 記 録 カ－ ドの活 用 の推 進  

(3)   農 業 者 への支 援 活 動  

(4)   地 域 農 業 の確 立 に向 けた連 携 活 動  

(5)   情 報 収 集 ・情 報 発 信 活 動 の推 進  

 

 

令 和 ８ 年 ２ 月 24日                      

第 67回 東 京 都 農 業 委 員 会 ・農 業 者 大 会  
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２  活 動計 画 等  

 (1) 会議 等 の 開 催  

  ①  総会 及 び 全員協議 会  

    農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 第 ６ 条 に 規 定 す る 所 掌 事 務 を 円 滑 に

処理する ため、 毎 月総会又 は全員 協 議会 を開 催 する 。  

  ②  特別委 員 会  

    委 員 会 活 動 を 円 滑 に 推 進 す る た め 、 特 別 委 員 会 の 役 割 を 明 確 化

す る 。 そ の う え で 、 必 要 に 応 じ て 、 農 業 経 営 特 別 委 員 会 ・ 農 地 利

用特別委 員会・ 広 報特別委 員会 を 開 催する。  

 

 (2) 農地 の 保全 、 利用促進 及 び 遊 休 農地 の発 生防止  

  ①  農地 パ ト ロール  

    都 市 農 業 の 基 盤 で あ る 生 産 緑 地 地 区 の 保 全 を 図 る と 共 に 、 相 続

税 納 税 猶 予 特 例 農 地 等 の 適 正 な 農 地 管 理 を 推 進 す る た め 、 ９ 月 か

ら 10月 を 農 地 保 全 ・ 利 活 用 推 進 月 間 に 設 定 し 、 農 地 パ ト ロ ー ル を

実施する 。  

    農 地 パ ト ロ ー ル の 際 に 、 管 理 不 十 分 と 見 受 け ら れ る 農 地 が あ っ

た 場 合 、 農 業 委 員 が 主 体 と な り 、 所 有 者 に 対 し て 相 談 業 務 を 行 う 。  

    な お も 管 理 不 十 分 に よ り 指 導 を 行 う 場 合 は 、 １ 月 か ら ３ 月 に 再

度確認 の パトロ ー ル を 実施 する。  

    宅 地 化 農 地 に お い て も 同 様 に 適 正 な 農 地 管 理 を 行 う よ う 、 指 導

等を行 い 、 農地 管 理 の 徹底 を図る 。  

  ②  生産緑 地 追加指定 の 推進  

    農 業 経 営 意 向 の あ る 農 業 者 が 所 有 す る 宅 地 化 農 地 や 宅 地 等 に つ

いて、 生 産緑地 へ の 追加指 定 を進 め る。  

  ③  防災協 力 農地 の 理 解促進  

    農 地 は 災 害 時 の 一 時 避 難 場 所 と し て 重 要 な 役 割 を 持 つ こ と か ら 、

都 補 助 事 業 等 に よ る 防 災 兼 用 農 業 用 井 戸 の 導 入 を 推 進 し 、 市 民 へ

のＰＲ を 図 る 。  
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  ④  遊休農 地 の 発生防 止 に関 す る目標及 び評価 方 法  

    上 記 ① 等 の 活 動 を 通 じ 、 引 き 続 き 遊 休 農 地 の 発 生 防 止 に 取 り 組

む。  

    遊 休 農 地 の 発 生 防 止 及 び 解 消 の 進 捗 状 況 は 、 遊 休 農 地 の 割 合 に

より評 価 す る 。  

    単 年 度 の 評 価 に つ い て は 、 「 農 業 委 員 会 に よ る 最 適 化 活 動 の 推

進 等 に つ い て 」 に 基 づ く 「 農 業 委 員 会 の 農 地 利 用 の 最 適 化 の 推 進

の状況 そ の 他事 務 の 実施状 況 の公 表 」のとお りとす る 。  

   〈 遊休農 地 の 解消目 標 〉  

 管 内 の 農 地 面 積  

（ Ａ ）  

遊 休 農 地 面 積  

（ Ｂ ）  

遊 休 農 地 の 割 合  

（ Ｂ ／ Ａ ）  

現 状  

（ 令 和 ８ 年 ３ 月 ）  
25. 11 ha  0ha  ０ ％  

３ 年 後 の 目 標  

（ 令 和 11年 ３ 月 ）  
25h a  0ha  ０ ％  

目 標  

（ 令 和 18年 ３ 月 ）  
25h a  0ha  ０ ％  

 

 (3) ＳＤ Ｇｓ を 意 識 し た環 境保全 型 農業 の推 進  

   Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の 考 え 方 が 広 ま り つ つ あ る こ と を 念 頭 に 、 環 境 へ の 負 荷

を で き る だ け 少 な く す る た め 、 有 機 質 肥 料 、 自 然 崩 壊 性 マ ル チ シ ー

ト 、 フ ェ ロ モ ン ト ラ ッ プ 等 の 環 境 保 全 型 農 業 資 器 材 及 び 肥 料 に 対 す

る 補 助 事 業 を 実 施 す る こ と で 、 導 入 を 積 極 的 に 推 進 し 、 環 境 に や さ

しい農 業 を 進 め る 。  

 

 (4) 企業 的農業 経 営者 の 育 成指導  

  ①  関 係 機 関 の 実 施 す る 企 業 的 農 業 経 営 者 の 各 種 育 成 事 業 へ の 参 加

を 促 し 、 そ の 活 動 を 支 援 す る 。 ま た 、 認 定 農 業 者 及 び 都 市 型 認 定

農 業 者 等 で 組 織 す る 武 蔵 野 市 農 業 経 営 改 善 協 議 会 と 連 携 し て い く 。  

  ②  東 京 都 農 業 会 議 及 び 北 多 摩 地 区 農 業 委 員 会 連 合 会 等 が 行 う 顕 彰

事業に 、 優 秀 な 農 業者 を推 薦 する 。  
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 (5) 認 定 農 業 者 ・ 都 市 型 認 定 農 業 者 ・ 認 定 新 規 就 農 者 の 育 成 ・ 支 援 、

家族経営 協定 の 推 進  

   令 和 ７ 年 度 に 策 定 さ れ た 第 ４ 期 武 蔵 野 市 農 業 振 興 基 本 計 画 に お い

て は 、 農 業 経 営 を 営 む 中 心 的 な 担 い 手 （ 認 定 農 業 者 及 び 都 市 型 認 定

農 業 者 ） の 戸 数 に つ い て 、 令 和 17年 度 に 33戸 を 維 持 す る こ と が 目 標

と な っ た 。 こ の 目 標 を 達 成 し 、 さ ら に 増 加 さ せ て い く た め に 、 以 下

のとおり 、 取 組 を さらに 推 進 する 。  

  ①  農業経 営 改善 に取 組 む意 欲 ある農業 者 の認 定 を推進す る。  

  ②  認 定 新 規 就 農 者 の 要 件 を 満 た す 農 業 者 に 対 し 、 認 定 を 推 進 す る 。  

  ③  農 業 経 営 改 善 計 画 の 実 現 を 目 指 す 認 定 農 業 者 及 び 都 市 型 認 定 農

業者を 支 援 する 。  

  ④  家 族 農 業 従 事 者 そ れ ぞ れ の 役 割 分 担 を 明 ら か に す る 家 族 経 営 協

定を推 進 す る 。  

  ⑤  農 地 の 減 少 に よ り 、 認 定 農 業 者 の 要 件 を 満 た さ な く な っ た 農 業

者に対 し て、 都 市 型認定農 業者 へ の 移行を促 す。  

  ⑥  都 市 型 認 定 農 業 者 の 申 請 者 数 が 頭 打 ち と な っ て き て い る こ と か

ら 、 都 市 型 認 定 農 業 者 制 度 自 体 の あ り 方 等 に つ い て 、 市 と と も に

改めて 検 討 する 。  

  ⑦  東 京 農 業 経 営 強 靱 化 事 業 及 び 未 来 に 残 す 東 京 の 農 地 プ ロ ジ ェ ク

ト事業 等 の 補 助 事 業 へ の申 請 を促 し 、農業経 営者 を 支 援する。  

 

 (6) 農業 後継者 の 育成・確 保  

  ①  新 た に 就 農 す る跡 継 ぎ等 の 人材を確 保し、 育 成を支援 する。  

  ②  Ｊ Ａ 東 京 む さ し 武 蔵 野 地 区 青 壮 年 部 並 び に 各 農 業 生 産 組 合 長 等

と連携 を とりな が ら、 後継 者 が行 う 各種行事 等 を支 援 する。  

 

 (7) 地産 地消 の 推 進  

  ①  消 費 地 が 身 近 に あ る と い う 立 地 条 件 を 活 か し 、 新 鮮 な 農 産 物 を

い ち 早 く 消 費 者 に 提 供 で き る よ う 、 Ｊ Ａ 東 京 む さ し 武 蔵 野 新 鮮 館 、

ア ン テ ナ シ ョ ッ プ 麦 わ ら 帽 子 で の 販 売 拡 充 を 推 進 す る と と も に 、

農 産 物 直 売 所 マ ッ プ 又 は ナ ビ を 活 用 し 、 市 民 の 直 売 所 利 用 を 促 進

する。  

  ②  市 民 の 農 業 へ の 理 解 を 得 る た め 、 フ レ ッ シ ュ サ ラ ダ 作 戦 、 農 産

物直売会 等、生 産 者 の 顔の 見える 直 売活動 を 推進す る 。  

  ③  こ う の と り ベ ジ タ ブ ル 事 業 、 小 学 生 ・ 幼 稚 園 児 ・ 保 育 園 児 の 芋
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ほ り 等 収 穫 体 験 、 学 校 給 食 へ の 食 材 提 供 等 、 農 を 通 じ て の 食 育 へ

の取組 を 推 進 す る 。  
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 (8) 市民 と の 交 流 活動 の 推 進  

①  援 農 ボラン テ ィア の推 進 を検 討 する。  

  ②  市 民 に 農 作 物 の 生 産 現 場 を 見 学 し て も ら い 、 農 業 者 と の 意 見 交

換を行 う 農家見 学 会 の 開催 に協力 す る。  

  ③  そ の 他 、 各 年 代 層 を 対 象 に 農 業 と ふ れ あ う 事 業 を 展 開 す る 市 の

関連部 署 と の 連 携 を 図 る。  

 

 (9) 農産 物品評 会 へ の 参 加 ・あり 方 の検討  

武 蔵 野 市 が 主 催 し 、 農 業 委 員 会 及 び Ｊ Ａ 東 京 む さ し 武 蔵 野 地 区 と

共 催 す る 夏 野 菜 品 評 会 ・ 農 産 物 品 評 会 を 積 極 的 に 支 援 し 、 農 業 者 の

栽培技術 の 向上 及 び 市内農 業 のＰ Ｒ をめざす 。  

   ま た 、 出 品 さ れ た 農 産 物 の 即 売 会 等 を 通 じ て 、 市 民 と 農 業 者 と の

交流を 深 め る 。  

   加 え て 、 夏 野 菜 品 評 会 に つ い て は 、 近 年 の 出 品 状 況 等 を 鑑 み 、 よ

り 盛 大 な 品 評 会 と な り 、 市 民 に も 十 分 な Ｐ Ｒ が で き る よ う あ り 方 を

改めて 検 討 する 。  

 

 (10) 農業 者年金 業 務  

   東 京 都 農 業 会 議 と 連 携 し 、 農 業 者 年 金 の 周 知 や 加 入 促 進 を 進 め る 。  

 

 (11) 農業 委員 の 調 査及 び 研 修  

   農 業 委 員 会 活 動 の 充 実 を 図 る た め 、 先 進 地 の 視 察 ・ 研 修 を 実 施 す

る。  

   ま た、 関 係 機関等 の 実 施す る 視察・研 修 に参 加 する。  

 

 (12) 農業 委員 の 活 動記録 の 保管  

   令 和 ４ 年 ２ 月 に 、 農 林 水 産 省 よ り 「 農 業 委 員 会 に よ る 最 適 化 活 動

の 推 進 等 に つ い て 」 が 発 出 さ れ 、 農 業 委 員 会 活 動 の 目 標 設 定 や 点 検 、

活 動 記 録 の 徹 底 が あ ら た め て 示 さ れ た こ と に よ り 、 農 業 委 員 会 の 役

割 が よ り 一 層 期 待 さ れ る な か 、 行 動 す る 農 業 委 員 会 と し て 、 引 き 続

き 、 農 業 委 員 に よ る さ ら な る 記 録 の 徹 底 を は か り 、 「 活 動 記 録 カ ー

ド 」 を 活 用 し た 共 通 認 識 に よ る 農 業 委 員 会 活 動 を 進 め 、 具 体 的 提 案

や解決 等 に 結 び つ けるもの とする 。  

   各 委 員 の 記 録 は デ ー タ 化 し 、 委 員 会 内 で 情 報 交 換 を 行 う と と も に

問題点に ついて は 総 会 等で 協議 す る 。  
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３  農 政対 策 の 推 進  

 (1) 農業 者 の 意 見 集約 と 市 長及 び 市 議会等 へ の意見 書 提出  

   法 改 正 に よ る 建 議 の 廃 止 を 受 け 、 活 動 の 原 点 に 立 ち 返 り 、 農 業 者

の意見集 約 をし 、 市 長 及び 市議会 等 へ意見書 を 提出 す る。  

 

 (2) 情報 収集・ 発 信活動 の 推進  

  ①  農 業 委 員 会 だ よ り 「 む さ し 農 」 の 発 行 や 市 広 報 誌 ・ ホ ー ム ペ ー

ジ の 活 用 等 、 委 員 会 が 農 業 者 ・ 地 域 住 民 に 対 し て 行 う 独 自 の 情 報

提供活 動 を 強 化 す る。  

  ②  引 き 続 き 都 市 農 業 振 興 基 本 法 を は じ め 、 農 業 委 員 会 法 や 農 業 協

同 組 合 法 、 農 地 法 の 改 正 等 を ふ ま え 、 座 談 会 や 研 修 の 場 を 活 用 し 、

農 業 者 の 諸 制 度 の 情 勢 を 的 確 に 伝 え 、 新 制 度 へ の 理 解 を 促 進 す る

とともに 、 情報 収 集活動 を 積極的 に 進める。  

 

 (3) 農地 制度 の さ らなる 浸 透をは か る  

農 業 者 に と っ て 関 係 の 深 い 農 地 制 度 に つ い て 、 さ ら な る 理 解 を 深

め、制 度 の 浸 透 を 図 る 。  

 

４  関 係機 関 ・団 体 と の 連 携  

  次の 団 体 と 密 接 な 連 携 をとり 、 都市農政 の推進 を 図る。  

   武 蔵 野 市 、 東 京 都 、 東 京 都 農 業 会 議 、 北 多 摩 地 区 農 業 委 員 会 連 合

会 、 東 京 む さ し 農 業 協 同 組 合 、 武 蔵 野 市 都 市 農 政 推 進 協 議 会 、 武 蔵

野市農業 経営改 善 協議会、 他区市 町 農業委員 会及 び 関 係団体  


